
- 35 - 

 

第４章 仕事と家庭の両立 

１ 育児休業制度 

（育児休業） 

Ｑ１： 育児休業制度の概要を教えてください。 

Ａ１： 「育児休業制度」とは、１歳未満の子（父母ともに育児休業を取得する場合は、

１歳２か月未満の子）を養育する男女労働者が申し出た場合、職場での身分や地

位を失わずに休業できる制度です。 

対象者が育児休業取得を申し出た場合、事業主はそれを拒むことはできません。

また、休業を申し出たことや取得したことを理由に解雇、その他不利益な取扱い

をしてはなりません。 

 

◎休業期間と回数 

         休業期間は、子が産まれた日から１歳に達する日（父母ともに取得する場合

は１歳２か月に達する日）までの間の希望する連続した期間（１年以内）で、

回数は、分割して２回取得可能です。 

     なお、男性は「産後パパ育休」も分割して２回取得可能であるため、合わせ

て４回の分割取得が可能です。 

≪育児・介護休業法第 5条第 1項、第 2項、第 6条第 1項、第 9条の 2、第 10条≫ 

 

（子の年齢が１歳を超えても育児休業を取得できる場合） 

Ｑ２： 子どもの年齢が満1歳に近づき、そろそろ育児休業も終わりですが、子どもを

預ける保育所が決まりません。このまま保育所が決まらない場合は、どうしたら

よいでしょうか。 

Ａ２： 子が１歳までいずれかの親が育児休業中であり、かつ、子が１歳を超えても休

業が必要と認められる場合（以下の①、②のいずれか）は子が１歳６か月に達す

るまで育児休業が取得できます。 

 

① 保育所に入所を希望・申込みしているが、入所できない場合 

② 子の養育を行っている配偶者であって、１歳以降子を養育する予定であったも

のが、次のいずれかに該当した場合 

（イ）死亡したとき。 

（ロ）負傷、疾病、身体上又は精神上の障害により子を養育することが困難な

状態になったとき。 

（ハ）離婚などにより配偶者が子と同居しないこととなったとき。 

（ニ）６週間（多胎妊娠の場合は 14週間）以内に出産する予定か又は産後８週

間を経過しないとき。 

 

    さらに、子が１歳６か月までいずれかの親が育児休業中であり、かつ、子が

１歳６か月を超えても休業が必要と認められる場合（以下の①、②のいずれか）

は子が２歳に達するまで育児休業が取得できます。 
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① 保育所に入所を希望・申込みしているが、入所できない場合 

② 子の養育を行っている配偶者であって、１歳６か月以降子を養育する予定であ

ったものが、次のいずれかに該当した場合 

（イ）死亡したとき。 

（ロ）負傷、疾病、身体上又は精神上の障害により子を養育することが困難な

状態になったとき。 

（ハ）離婚などにより配偶者が子と同居しないこととなったとき。 

（ニ）６週間（多胎妊娠の場合は 14週間）以内に出産する予定か又は産後８週

間を経過しないとき。 

   ※ この２歳までの休業は、１歳６か月到達時点で更に休業が必要な場合に限っ 

て申出可能となり、１歳時点で申出可能な育児休業期間は子が１歳６か月に達 

する日までとなります。 

 

（注：この法律で定める内容については最低限の基準であり、事業主がこれ以上

の措置を行うことを妨げるものではありません。） 

 

≪育児・介護休業法第 5条第 3項、第 4項、同法施行規則第 6条、第 6条の 2≫ 

 

（育児休業の取得対象者１） 

Ｑ３：  今、パートとして働いていますが、育児休業を取得することはできないのでし

ょうか？ 

 

Ａ３： 育児休業の取得対象となるかどうかの一番重要なポイントは、パートかフルタ

イムかという違いではなく、契約期間の定め方にあります。 

パートタイム労働者であっても、期間の定めのない労働契約の下で週に３日以

上働いている場合は育児休業を取得することができます。（週２日以下の場合は

労使協定による。） 

期間の定めがあるかどうかについては、労働契約を結ぶ際、使用者が必ず書面

で明示しなければならない労働条件に含まれますので、確認しておきましょう（Ｐ

２参照）。 

 

◎育児休業の取得対象者 

育児休業の対象者は１歳未満の子（父母ともに取得する場合は１歳２か月未

満の子）を育てる男女労働者です。 

ただし、期間を定めて雇用される労働者については、次の要件に該当する場

合に限り対象となります。 

     ・同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること（※） 

     ・子が１歳６か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない

こと 
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（引き続き雇用された期間が 1 年未満の労働者は労使協定の締結により除外可

能となります。） 

 

なお、次の人は取得対象から除かれます。 

    ○日々雇用される労働者 

    ○労使協定の中で対象外と定められた次の労働者 

・勤続 1年未満の労働者 

・育児休業の申出から１年以内（１歳６か月又は２歳までの育児休業の場合

は６か月以内）に雇用関係が終了することが明らかな労働者 

     ・１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 

    

≪育児・介護休業法第 5条第 1項、第 6条、同法施行規則第 8条≫ 

 

（育児休業の取得対象者２） 

Ｑ４：  夫婦とも働いていますが、夫婦で同時期に育児休業を取得することはできるで

しょうか？ 

Ａ４： 育児休業は男性労働者も取得できるものであり、育児休業を夫婦同時に取得す

ることも可能です。 

    さらに、男性の育児休業の取得促進を図る観点から、夫婦ともに育児休業を取

得する場合は、子が１歳２か月に達するまでの間に、１年間取得できます。（パ

パ・ママ育休プラス） 

    また、配偶者の出産後８週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、特別

な事情がなくても再度の取得が可能です。 

 ≪育児・介護休業法第 5条第 2項、第 9条の 6≫ 

 

★令和 4年 10月 1日から、育児休業の分割取得が可能となり、「産後パパ育休」も取

得できるようになりました！（厚生労働省ホームページ引用） 
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（育児休業の取得対象者３） 

Ｑ５：  配偶者が専業主婦（夫）ですが、育児休業を取得することはできるでしょう 

か？ 

Ａ５： できます。 

労使協定の有無にかかわらず、専業主婦（夫）家庭の夫（妻）であっても、原

則として子が１歳に達するまで育児休業を取得できます。 

また、内縁の妻等が常態として子を養育できる場合も、育児休業を取得するこ

とができます。 

 

 

（育児休業の申出） 

Ｑ６：  4月20日を育児休業開始予定日とする育児休業申出書を3月上旬に準備していま

したが提出が遅れ、4月1日の提出となってしまいました。 

    そうしたところ、会社から4月25日を育児休業開始予定日として指定する旨の

文書の交付が4月3日にありました。このようなことができるのでしょうか？ 

Ａ６：  できます。 

育児休業取得の申出は、育児休業申出書を休業開始予定日の１か月前（１歳か 

ら１歳６か月までの休業を希望する場合は、休業開始予定日である１歳の誕生日

の２週間前。１歳６か月から２歳までの休業を希望する場合は、休業開始予定日

である１歳６か月に達する日の翌日の２週間前）までに事業主に書面等（書面の

ほか、事業主が認める場合はＦＡＸ又は電子メール等）により行う必要がありま

す。 

    申出がこれより遅れた場合、事業主は、労働者が休業を開始しようとする日以 

後、申出の日の翌日から起算して１月（１歳以降の休業については２週間）を経 

過する日までの間で、休業を開始する日を指定することができます。 

 

        4 / 1          4 /  20                  5 / 1           

 

 

 

 
4 / 20 ～ 5 / 1 

                              事業主が指定できる期間 

 

※ 次のような特別の事情がある場合は、申出は１週間前までとなります。 

（例）・出産予定日前に出産した場合 

   ・配偶者が死亡、病気、負傷、別居などの理由で育児できなくなった場合 

 

 

 

申出があった日の翌日から 

起算して 1月を経過する日 

申出があった日 休業を開始しようとする日 

1か月 



- 40 - 

 

申出がこれより遅れた場合、事業主は、労働者が休業を開始しようとする日以

後、申出の翌日から起算して１週間を経過する日までの間で、休業を開始する日

を指定することができます。 

 

        4 / 1            4 / 2                    4 / 8 

 

 

 

 

4 / 2 ～ 4 / 8 

                              事業主が指定できる期間 

 

≪育児・介護休業法第 6条第 3項、同法施行規則第 10条、第 11条≫ 

 

 事業主が育児休業を開始する日を指定する場合は、原則として、申出があった日の翌日

から起算して3日を経過する日まで（上記の例では、4月4日まで）に指定する日を記載した

書面を労働者に交付しなければなりません。 

             ≪育児・介護休業法施行規則第12条≫ 

     ※令和 4年 10月から取得できる「産後パパ育休」は、原則として、取得の 2

週間前までに申出をすることが必要です。 

 

（育児休業期間の変更） 

Ｑ７：  4月1日から職場復帰する予定で3月31日までの育児休業を申し出ていましたが、

都合により4月末まで育児休業を延ばす必要が生じました（子の1歳の誕生日は6

月16日）。 

    延長は可能でしょうか？ 

    また、一度延長したものを再度延長することは可能ですか？ 

Ａ７：  育児休業終了予定日の１月前まで（１歳６か月（又は２歳）までの育児休業の

場合は、同 2 週間前まで）に申し出ることにより、１回に限り限度期間内での延

長ができます。（子が 1歳までの育児休業と１歳から１歳６か月までの育児休業、

１歳６か月から２歳までの育児休業でそれぞれ１回） 

したがって、質問前段の延長は可能ですが、限度期間が残っていたとしても再

度の延長はできません。 

   （注：再度の延長を認める就業規則がある等、事業主が認める場合を除きます。） 

 

   ◎休業開始日の繰り上げ 

育児休業の当初開始予定日の前日までに、出産予定日よりも早く子が出生、

配偶者の死亡、病気、負傷等特別の事情が生じた場合、休業開始日の繰り上げ

が１回に限り可能です。 

 

申出があった日の翌日から 

起算して 1週間を経過する日 

申出があった日 休業を開始しようとする日 

1週間 

特別の 

事情の 

発生 
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繰り上げの申し出は、休業開始日の１週間前までにする必要があります。申

出がこれより遅れた場合、事業主は、労働者が休業を開始しようとする日以後、

申出の翌日から起算して１週間を経過する日までの間で、休業を開始する日を

指定することができます。 

≪育児・介護休業法第 7条、同法施行規則第 10条～第 16条≫ 

 

（育児休業制度を利用しないとき） 

Ｑ８：  育児休業を取得せずに働こうと考えていますが、育児休業のほかに活用できる

育児のための制度はありませんか？ 

Ａ８： 事業主は、育児に関する目的で利用できる休暇を与えるための措置及び３歳に

満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者について、請求に基づき

１日の所定労働時間を原則６時間とする 所定労働時間の短縮措置（短時間勤務制

度）を講じなければなりません。 

     

    また、業務の性質や実施体制に照らして、「所定労働時間の短縮措置を講ずる

ことが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定により適用除外

と定められた労働者について、以下の代替措置を講じなければなりません。 

 

   ① 育児休業制度に準ずる措置 

   ② 始業時刻変更等の措置 

・ フレックスタイム制度 

・ 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ（時差出勤の制度） 

・ 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 

 

≪育児・介護休業法第 23条第 1項、第 2項、同法施行規則第 72条～第 74条≫ 

 

   ほかにも、育児を行う男女労働者の所定外労働・時間外労働・深夜業については、

法律で制限されています（Ｐ１２参照）。女性の場合、子が１歳になるまで育児時

間（Ｐ２８参照）を取得することができます。育児時間と所定労働時間の短縮等の

措置は併用して取得することができます。 

 

※ これらの他に、事業主が措置を講ずるよう努めなければならないものとして、以

下のものがあります。 

 

（１）小学校就学前までの子を養育する労働者に対する措置 

（育児・介護休業法第 24条第 1項） 

事業主は、育児に関する目的で利用できる休暇を与えるための措置及び次の 

区分に応じ必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

① １歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者 

・始業時刻変更等の措置 

② １歳から３歳に達するまでの子を養育する労働者 
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・育児休業に関する制度 

・始業時刻変更等の措置 

③ ３歳から小学校就学前までの子を養育する労働者 

・育児休業に関する制度 

・所定外労働の制限に関する制度 

・短時間勤務制度 

・始業時刻変更等の措置 

 

※ 「始業時刻変更等の措置」としては、次のいずれかの措置があります。 

① フレックスタイム制度 

② 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ（時差出勤の制度） 

③ 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 

 

（２）育児休業に関する定めの周知等の措置 

（育児・介護休業法第 21条第 1項、第 21条の 2、同法施行規則第 70条） 

事業主は、次の事項をあらかじめ定め、これを周知するための措置（労働者

もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったときに、関連する制度につ

いて当該労働者に制度を周知するための措置を含む。）を講ずるよう努めなけ

ればなりません。 

① 育児休業中の待遇に関する事項 

・育児休業期間中の賃金その他の経済的給付、教育訓練の実施等 

② 育児休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項 

・昇進、昇格及び年次有給休暇等 

③ その他の事項 

・子を養育しないこととなったことにより育児休業期間が終了した場合の労務

の提供の開始時期等 

     また、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事

業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確

認を、個別に行うことが義務化されています。（取得を控えさせるよう

な形での個別周知と意向確認は認められません。） 

周知事項 

①育児休業・産後パパ育休に関する制度 

②育児休業・産後パパ育休の申し出先 

③育児休業給付に関すること 

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき

社会保険料の取り扱い 

個別周知・ 

意向確認の方法 

①面談 

②書面交付 

③FAX 

④電子メール等 のいずれか 

※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合

のみ。 
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★育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は

以下のいずれかの措置を講じることが義務化されています。 

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口設置） 

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 

④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針

の周知 

 

（３）雇用管理及び職業能力の開発向上等に関する措置（育児・介護休業法第 22条） 

育児休業の申出や育児休業後の就業が円滑に行われるようにするため、事業

主は労働者の配置その他の雇用管理、育児休業中の労働者の職業能力の開発及

び向上等について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

 

（４）育児休業等に関するハラスメントの防止措置（育児・介護休業法第 25条） 

    事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度

又は措置の申出・利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されること

がないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整

備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。 

 ★また、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パ

パ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取

り扱いも禁止されています。 

 

（５）労働者の配置に関する配慮（育児・介護休業法第 26条） 

事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、子の養育状況に配慮しな

ければなりません（配慮の対象となる労働者が養育する子には、小学生や中学

生も含まれます）。 

 

（６）再雇用特別措置等（育児・介護休業法第 27条） 

事業主は、妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した人（性別は問

いません）に対して、必要に応じ、元の会社で働けるよう、募集または採用に

あたり、その人に特別の配慮をする措置を実施するよう努めなければなりませ

ん。 

特別の配慮とは、退職前の申出により優先的に再雇用すること、一般応募に

先立って再雇用の希望を確認すること、労働条件の面で他の中途採用者よりも

優遇することなどです。 

 

  ★令和５年４月１日から、従業員数１，０００人超の企業は、育児休業等の取得の 

  状況を年１回公表することが義務付けられます。公表内容は、男性の「育児休業 

等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。 
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（子の看護のための休暇） 

Ｑ９：  子供が急に病気になったのですが、看護のために会社を休むことはできないの

でしょうか？ 

Ａ９： 小学校就学前の子を養育する労働者は、病気やけがをした子の世話や、予防

接種または健康診断を受けさせるために、対象となる子が１人の場合は年

に５日まで、２人以上の場合は年 10 日まで休暇を取得できます。 

時間単位での取得も可能です。 

一年の期間は、事業主が別段の定めをする場合を除き、原則として４月

１日から翌年３月 31 日です。 

 

事業主は、業務の繁忙等を理由に、申出を拒むことはできません。 

ただし、次の人は取得対象から除かれます。 

○日々雇用される労働者 

○労使協定により対象外と定められた労働者 

・勤続６か月未満の労働者 

・１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 

 

    子の看護休暇は、必要事項を事業主に申し出ることによって行われますが、緊

急を要することが多いことから、休暇取得当日の申出や口頭での申出が認められ

ます。また、書面の提出が求められる場合は事後の提出でも認められます。 

 

（注：事業主が法を上回る日数の取得を可能とする制度を定めることは差し支え

ありません。） 

≪育児・介護休業法第 16条の 2、第 16条の 3、同法施行規則第 32条～37条≫ 

 

 

（育児休業中の処遇） 

Ｑ10： 育児休業中（産後パパ育休含む 以下同じ）の賃金の取扱いはどうなるのでし

ょうか？  

Ａ10： 育児休業中は労働者としての労務提供義務はなくなっているため、労務の提供

の対価としての「賃金」を請求することはできなくなります。 

したがって、育児休業中は賃金を支払わないとする取扱いであっても違法性は

ありませんが、逆に育児休業中に賃金を支払うとすることを妨げるものではあり

ません。 

育児休業中及び復帰後の賃金・配置・その他労働条件について法に定めがなく、

労使の自主的な話し合いに任されています。 

ただし、育児休業を取得したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを

してはならないとされています。 

≪育児・介護休業法第 10条≫ 
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（育児休業を取得した人への公的な経済的支援） 

Ｑ11： 私の会社では育児休業中は無給ですが、休業中に受けられる経済的支援はない

のですか？ 

Ａ11： 国・県では、育児休業中の暮らしの不安を少しでも軽くするために、次のよう

な経済的支援を行っています（Ｐ６４参照）。 

 

①  雇用保険の「育児休業給付金」として、育児休業中に休業開始時賃金月額の     

67％が支給されます。（6か月経過後は 50％） 

②  健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。 

③  住民税の納付が申し出により猶予される場合があります。 

④  育児休業期間中は、県の「すくすくローン（出産・育児支援資金融資制度)」 

 を（Ｐ７７参照）を利用できます。 

 

 

２ 介護休業制度 

（介護休業） 

Ｑ12： 介護休業制度の概要を教えてください。 

Ａ12： 「介護休業制度」とは、家族の介護のため一定期間仕事を休むことができる制

度です。 

対象者が、介護休業したい旨を申し出た場合、事業主はそれを拒むことはでき

ません。また、休業を申し出たことや取得したことを理由に解雇その他不利益な

取扱いをしてはなりません。 

≪育児・介護休業法第 11条第 1項、第 12条第 1項、第 16条≫ 

 

 

（介護休業の取得対象者） 

Ｑ13： 介護休業を取得できる労働者の範囲を教えてください。 

Ａ13： けが、病気、身体障害、精神上の障害により、２週間以上にわたり常時介護が

必要な状態（要介護状態）にある対象家族を介護する労働者は、男女を問わず（パ

ートタイム労働者、管理職でも）介護休業を取得することができます。 

       ただし、次の人は対象から除かれます。 

○日々雇用される労働者 

○期間を定めて雇用される労働者（Ｑ＆Ａ14の例外有り） 

    ○労使協定により対象外と定められた労働者 

     ・勤続 1年未満の労働者（※令和 4年 4月 1日から対象となります。） 

         ・申出の日から 93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 

     ・１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 

≪育児・介護休業法第 2条、第 11条、第 12条第 2項、同法施行規則第 24条≫ 
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（期間を定めて雇用される労働者で取得対象となる場合） 

Ｑ14： 現在、期間を定めて雇用されていますが、どのような場合に介護休業を取得す

ることができるのでしょうか。 

Ａ14： 期間を定めて雇用される労働者でも、介護休業開始予定日から起算して 93日を

経過する日から６か月を経過する日までの間に、労働契約の期間が満了すること

が明らかでない労働者に限り、介護休業を取得することができます。 

≪育児・介護休業法第 11条第 1項≫ 

 

 

（介護休業の対象となる家族の範囲） 

Ｑ15：  別居している私の母が２週間以上常時介護が必要になりました。介護休業を取

得することができるでしょうか？ 

Ａ15： 取得することができます。 

介護休業取得の対象は下の図のとおりです。 

 

 祖父   祖母  

  

 父親   母親  父親   母親   

   

 

 兄弟姉妹  自 分   配偶者 

      （内縁の妻（夫）を含む） 

 子  

  

 孫  

≪育児・介護休業法第 2条第 4号、同法施行規則第 3条≫ 

 

 

（介護休業の回数と期間） 

Ｑ16：  介護休業を取得できる期間、回数はどのくらいですか？ 

    また、期間は延長することができるのですか？ 

Ａ16： 休業期間は、同一の対象家族１人につき、通算して 93日までです。3回を上限

として、分割して取得できます。 

期間の延長については、介護休業終了予定日の 2 週間前までに申し出ることに

より 93日の範囲内で１回に限り変更できます。 

 

※ 対象家族が次のいずれかに該当する場合は、その対象家族について介護休業

することはできません。 

①当該対象家族について３回の介護休業をした場合 
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②当該対象家族について介護休業をした日数が 93日に達している場合 

 

（注：この法律で定める内容については最低限の基準であり、事業主がこれ以上の

措置を行うことを妨げるものではありません。） 

≪育児・介護休業法第 11条第 1項、第 2項、第 13条、第 15条第 1項、同法施行規則第 27条≫ 

 

 

（介護休業の申出の方法） 

Ｑ17： 介護休業の申出の方法について教えてください。   

Ａ17： 休業開始予定日の２週間前までに書面等（書面のほか、事業主が認める場合は

ＦＡＸ又は電子メール等）により介護休業の申出を行います。休業の申出が遅れ

た場合、事業主は休業開始予定日以後、申出の日の翌日から起算して２週間を経

過する日までの間で、休業を開始する日を指定することができます。 

 

    （例） 

        7 /  1          7 / 6                  7 / 15           

 

 

 

 
7 / 6 ～ 7 / 15 

                              事業主が指定できる期間 

 

≪育児・介護休業法第 12条第 3項、同法施行規則第 23条第 2項≫ 

 

 事業主が介護休業を開始する日を指定する場合は、原則として、申出があった日の翌日

から起算して3日を経過する日まで（上記の例では、7月4日まで）に、指定する日を労働者

に通知しなければなりません。 

             ≪育児・介護休業法施行規則第26条≫ 

 

 

（介護休業の撤回等） 

Ｑ18： 介護休業の申出をしていましたが、事情により申出を撤回しました。その後、

再び休業の必要性が生じたため、介護休業の申出をしたいと思いますが、可能で

しょうか？ 

Ａ18：  再度の介護休業の申出は可能です。 

しかし、２度目の介護休業申出を撤回した場合、３度目の申出については、事

業主は拒むことができるとされています。 

※ 介護休業の申出の撤回は、介護休業開始の前日までできます。申出の撤回は、

申出を撤回する旨及び申出を撤回する年月日を事業主に申し出ることによって

申出があった日の翌日から 

起算して 2週間を経過する日 

申出があった日 休業を開始しようとする日 

2週間 
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行わなければなりません。 

≪育児・介護休業法第 14条、同法施行規則第 29条≫ 

 

 

（介護休業制度を利用しないとき） 

Ｑ19： 介護休業制度を利用しない場合の、介護を容易にするための制度はないのです

か。 

Ａ19： 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、利用開始か

ら連続する３年以上の期間内に２回以上の利用が可能な所定労働時間の短縮等

の措置を講じなければなりません。 

   

    ○所定労働時間の短縮等の措置 

① 短時間勤務の制度 

 ａ １日の所定労働時間を短縮する制度 

 ｂ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 

 ｃ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度（隔日勤務や特定の曜日のみの勤務等の制度

をいいます。） 

 ｄ 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 

② フレックスタイム制度 

③ 始業、終業時刻の繰り上げ・繰り下げ（時差出勤の制度） 

④ 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 

 

≪育児・介護休業法第 23条第 3項、同法施行規則第 74条≫ 

 

※ その他に、事業主が措置を講ずるよう努めなければならないものとして、以下

のものがあります。 

 

（１）介護休業に関する定めの周知等の措置 

（育児・介護休業法第 21条の 2、同法施行規則第 70条） 

事業主は、次の事項について、あらかじめ定め、これを周知するための措置

（労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、関連する制度につい

て当該労働者に制度を周知するための措置を含む。）を講ずるよう努めなけれ

ばなりません。 

① 介護休業中の待遇に関する事項 

・介護休業期間についての賃金その他の経済的給付、教育訓練の実施等 

② 介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項 

・昇進、昇格及び年次有給休暇等 

③ その他の事項 

・対象家族を介護しないこととなったことにより介護休業期間が終了した場合 

の労務の提供の開始時期 
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・労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法 

 

（２）雇用管理及び職業能力の開発向上等に関する措置（育児・介護休業法第 22条第 2項） 

介護休業の申出や介護休業後の就業が円滑に行われるようにするため、事業

主は労働者の配置その他の雇用管理、介護休業中の労働者の職業能力の開発及

び向上等について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

 

（３）介護休業等に関するハラスメントの防止措置（育児・介護休業法第 25条） 

    事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度

又は措置の申出・利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されること

がないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整

備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。 

 

（４）労働者の配置に関する配慮（育児・介護休業法第 26条） 

事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、その家族の介護の状況に

配慮しなければなりません。 

 

（５）再雇用特別措置等（育児・介護休業法第 27条） 

事業主は、妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した人（性別は問

いません）に対して、必要に応じ、元の会社で働けるよう、募集または採用に

あたり、その人に特別の配慮をする措置を実施するよう努めなければなりませ

ん。 

特別の配慮とは、退職前の申出により優先的に再雇用すること、一般応募に

先立って再雇用の希望を確認すること、労働条件の面で他の中途採用者よりも

優遇することなどです。 

 

（介護休暇） 

Ｑ20：  家族の介護のために会社を休むことはできないのでしょうか？ 

Ａ20： 要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、事業主に申し出ることによ

り、対象家族が１人の場合は年に５日まで、２人以上の場合は年に 10 日ま

で休暇を取得できます。 

時間単位での取得も可能です。 

一年の期間は、事業主が別段の定めをする場合を除き、原則として４月

１日から翌年３月３１日です。 

 

介護休暇を取得できる労働者 

○要介護状態にある対象家族の介護、通院等の付き添い、介護サービスを受け

るための手続きの代行その他の対象家族に必要な世話を行う労働者であるこ

と。 

○日々雇用される労働者でないこと。 

○労使協定により対象外と定められた労働者でないこと。 
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・勤続６か月未満の労働者 

・１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 

 

≪育児・介護休業法第 16条の 5、第 16条の 6第 2項、同法施行規則第 38条≫ 

 

（介護休業中の処遇） 

Ｑ21： 介護休業を取得しましたが、翌年の年次有給休暇に影響しますか？ 

Ａ21： 影響しません。 

年次有給休暇（Ｐ９参照）の取得には、全労働日の８割以上の出勤率が必要と 

なりますが、この算定の際、介護休業した期間は出勤したものとみなされますの

で、休業後、有給休暇の日数で不利益を受けることはありません（育児休業にお

いても同様です。）。 

 

   ※ 介護休業中の賃金の取扱いについては、育児休業の場合と同様です。 

（Ｐ４４Ｑ10参照） 

≪労基法第 39条第 10項、育児・介護休業法第 16条≫ 

 

（介護休業を取得した人への公的な経済的支援） 

Ｑ22： 私の会社では介護休業中は無給ですが、休業中に受けられる経済的支援はない

のですか？ 

Ａ22： 国・県では、介護休業中の暮らしの不安を少しでも軽くするために、次のよう

な経済的支援を行っています。 

① 雇用保険の「介護休業給付金」として休業前賃金の 67％が支給されます。 

（Ｐ７１参照） 

②  介護休業期間中は、県の「ぬくもりローン（介護支援資金融資制度）」 

（Ｐ７７参照）を利用できます。 

 

 

３ 子育て中の女性等の就職支援 

（就職支援事業） 

Ｑ23：  子育て中の女性等の就職を支援する制度はありますか？ 

Ａ23： 福岡県では、子育て中の女性等の就職活動を支援するための「子育て女性就職

支援センター」を県内４か所に設置しており、次のような支援を行っています。 

 

 

 

 子育て女性就職支援センター 

○就職相談 

就業アドバイザーが就職に関するさまざまな相談に応じています。就職に
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対する不安や悩みへのアドバイスなど、いきいきと就職活動に取り組んでい

ただけるよう支援します。 

また、市町村での出張相談も行っています。 

○情報提供 

「就きたい仕事にどんな資格が必要か」「子供を預けて働くときにどんな

保育サービスが利用できるか」「スキルアップのために、どんな技術講座が

実施されているか」など、働くにあたって必要な情報を提供します。 

○就職サポートセミナー 

      子育て等による離職期間のブランクの克服や意識の向上を図り、就職を成

功させるための「ビジネスマナー」や「面接の受け方」などの講座を市町村

等と連携して実施します。 

○求人開拓・職業紹介 

      子育て中の女性が働きやすい企業の求人開拓を行います。求職者の希望と

求人とのマッチング（就職あっせん）を行い、会社面接にも同行します。 

 

    ※ 子育て女性就職支援センターのご案内（Ｐ８９） 

 

   ※ 子育て中の女性をはじめ、介護中の女性、非正規雇用や、無業の女性など働き

づらさを抱える女性など、県内の全ての女性を対象に支援を行っています。

 

 


